
野田市消防団規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 
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野田市規則第５４号 

 

   野田市消防団規則の一部を改正する規則 

 

野田市消防団規則（平成１０年野田市規則第３４号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１南方面隊の項第１４分団の目１部の節中「一部」の次に「、梅郷」

を加える。 

附 則 

この規則は、梅郷に係る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条

第２項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。 


